
令和 2年 9月 23日 

キャリアＧ 木村 

予約奨学金の申込者・保護者様へ 

予約奨学金 寡婦（寡夫）制度について 

 

「未婚の一人親への寡婦控除のみなし適用」について連絡します。 

全員よく読み、対象者は手続きをしてください。 

 

 

 

⑴内容 令和 3年度の新しい税制に向けて、寡婦（寡夫）：（未婚のひとり親）に該当する家庭に対して控

除が予定されている。 

 

⑵対象者 次の①②の条件をともに満たす者。 

①令和元年 12 月 31 日時点で、税法上の扶養家族である子を扶養する婚姻歴（事実婚を含む）

のないひとり親であること。 

※住民票の続柄に「夫（未届け）」「妻（未届け）」の記載がある場合は対象外となる。 

※令和 2 年 1 月 1 日よりも前に婚姻歴（事実婚を含む）がなく、かつそれ以降に婚姻歴がある

場合は対象となる。 

 

    ②当該ひとり親（生計維持者）の令和元年（平成 31年）1月～12月の合計所得金 

     額が 500万円以下（給与所得者の場合、年収 688万円以下）である。 

 

 

⑶手続き 上記の対象者となる場合、9 月 27 日(日)までに次のＵＲＬから各自手続きをする。（申し

込みの詳細もここから確認する。）※学校を通した手続きはないので、各自で確実に行う。 

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/moshikomi/kafu.html 

 

⑷書類の送付 ネットでの手続きが終了した後、1週間以内に学校を経由せず以下の内容を日本学生支

援機構に送付する。 

 

 

⑸提出する書類 

・住民票の写し（世帯全員分） 



⑹提出先 

〒162－8412 東京都新宿区市谷本村町 10-7  

日本学生支援機構 貸与・給付部 採用課予約採用係 

（簡易書留など、記録が残る信書扱いの方法で送る。） 

 

※手続きについて不明な点は、キャリアＧ木村までお尋ねください。また、直接日本学生支援機構に尋ね

ることもできます。 

 

問合せ先              

日本学生支援機構             

貸与・給付部 採用課予約採用係      

03-6743-6037     

 (平日 8時 30分～18時 15分)    


